
 

第８２９回 

宿 毛 市 農 業 委 員 会 会 議 

 

１．日 時  令和２年９月２日（水曜日）午後１時３０分 

 

２．場 所  宿毛市役所３階 委員会室 

 

３．出席者（１７名）    １番 稲田 義敬   ２番 山口 一晴   ３番 濵田 頼之    

４番 山本 欣史   ５番 岩本 誠司   ６番 西山  讓 

７番 澤田 誠規   ８番 西山 成彦   ９番 小島 久司 

１０番 寺田  巧  １１番 羽賀 大透    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

２番 保田  稔    ３番 川島 照久  ４番 井垣 水里  

５番 佐藤 千春    ６番 山本  大  ７番 浦田 久永 

 

４．欠席者（１名）    １番 松本  功 

 

５．事務局出席者   事務局長心得兼農地係長 小松 憲司  事務局主事 山本 恵美       

６．付議案件   議案第１号  農地法第３条許可申請審査について    

 

 

 

 

 

 

 

会 長 事務局長 係 

 

 

 



○議  長   これより、第８２９回宿毛市農業委員会の会議を開会します。 

 「議事録署名委員」の指名を行います。議事録署名委員は、６番西山 讓 

委員、７番澤田誠規委員にお願いします。 

なお、１番松本 功推進委員より宿毛市農業委員会規程第１０条の規定 

による欠席の申出がありましたので、報告します。 

 

○議  長   これより議事に入ります。 

 

〇議  長   議案第１号「農地法第３条許可申請審査について」を議題といたします。 

 

○議  長   事務局と委員より議案の説明をお願いいたします。 

 

○事務局員   今回の申請は１件。内訳は、贈与による所有権移転です。         それでは、ご説明いたします。番号１３番。場所は２ページに位置図を
つけています。大字山北。篠山小中学校を北側に少し進み、譲受人の自宅

周辺に広がる農地のうちの２２筆になります。         譲渡人と譲受人は遠い親戚関係ということです。贈与で、取得後は水稲
と季節野菜、柚子を作るとのことです。  本申請は、双方から委任を受けた山下行政書士から提出されております。 
全部事項証明書のほか、耕作計画書も添付されており、農地法第３条第

２項各号に該当しないため許可要件を満たしていると考えております。 

今回の３条許可申請は以上になります。 

審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議  長   続きまして、受付番号１３番について、山北地区担当の山本委員より説
明をお願いします。 

 

○山本委員   【議案書をもとに１番朗読】         先日、双方に電話で確認し、現地も確認しました。間違いないです。ご 

審議よろしくお願いします。 

   

○議  長   事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は 

ございませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 



○議  長 これより採決をいたします。 

議案第１号「農地法第３条許可申請審査について」１件の報告があり、

審議の結果問題ないということですので、原案のとおり決することにご異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議  長 異議なしと言うことですので、「議案第１号の１件」は、許可することに        決しました。 

 

（協議事項） 

○議  長   続きまして、協議事項に入ります。         非農地の報告について事務局と委員よりお願いいたします。 

 

〇事務局長   非農地証明についてご報告いたします。 

受付番号１５番。 所在地 山北 登記地目 畑 ２筆 位置図（Ｐ４） 
場所は国道５６号線を進み右折し山北地区に入り篠山小中学校を通過し 

た右側の土地で、平成元年頃、農業用倉庫を建築し現在に至っております。 

以上１件につき、農地への復帰は困難と考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議  長 続きまして、受付番号１５番について、山北地区担当の山本委員お願い 

いたします。                                       

○山本委員   【議案書をもとに１５番朗読】         川島委員と現地確認に行きました。農地復帰は困難と考えます。ご審議 

よろしくお願いします。 

 

○議  長   事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は 

ございませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

○議  長 これより採決をいたします。 

非農地証明１件につきましては、審議の結果問題ないということですの 

で、適当と認め証明することにご異議ございませんか。 



（「異議なし」との声あり） 

 

○議  長 異議なしということですので、非農地証明１件は、証明することに決し        ました。 

 

（報告事項） 

○議  長   事務局より報告事項があります。 

 

○事務局長   （県に送付した結果の報告について ５条転用申請、３件許可あり）         第８２３回及び第８２５回並びに第８２６回宿毛市農業委員会会議で承 

認となり、県に意見を付して送付した、農地法第５条申請（受付番号５号、 

６号、８号、９号）４件について、県より許可の決定がありましたので報 

告いたします。  ※橋上町橋上（一般住宅の建築）、小筑紫町湊（太陽光）、港南台１丁目
（一般住宅の建築）、平田町戸内（資材置場、駐車場）の４件 

 

○事務局員  （次回会議の日程について）  次に次回会議の日程についてお知らせします。次回は１０月５日（月）
に行います。会場は第３会議室となります。議案送付は９月２８日（月）

を予定しております。よろしくお願いします。 

 

○事務局長  （担当地区の区割りについて）  続きまして、担当地区の区割りについて、報告、提案いたします。お手
元に配布しております資料１をご覧ください。 

このことにつきましては、７月２０日に開催されました改選に伴う組織

会議にて、事務局より一度提案させていただきましたが、一部区域におい

て区域の範囲の見直しを求める意見があり、継続協議となっておりました。 

 

【具体案を提案するが、見直しが必要のため引き続き継続協議とする。】 

 

○議  長   担当地区の区割りの変更について、事務局から説明がありましたが、引 

き続き、継続協議とします。他に何かありませんか。 

   （「なし」との声あり） 

 

 



議  長 それでは、以上で今期定例会議の議事は全て終了いたしました。これ        で第８２９回宿毛市農業委員会会議を閉会します。 

 

 

                       午後２時３０分閉会 

                         令和２年９月２日 

 

                 会  長 

 

                 農業委員 

 

                 農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


